
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成方法において、
　以下の（ａ）～（ｃ）の工程を備えることを特徴とする酸化物誘電層の形成方法。
　（ａ）所望の酸化物誘電層を製造するためのゾル－ゲル溶液を調製するための溶液調製
工程。
　（ｂ）前記ゾル－ゲル溶液を金属基材の表面に塗工し、酸素含有雰囲気中で１２０℃～
２５０℃で乾燥し、酸素含有雰囲気中で２７０℃～３９０℃で熱分解を行う一連の工程を
１単位工程とし、

て膜厚調整を行う塗工工程。
　（ｃ）そして、最終的に５５０℃～１０００℃で焼成処理を行い誘電層とする焼成工程
。
【請求項２】

【請求項３】
前記ゾル－ゲル溶液は、酸化物誘電層として（Ｂａ１ － ｘ 　 Ｓｒｘ ）ＴｉＯ３ （０≦ｘ≦
１）膜又はＢｉＺｒＯ３ 膜を形成するものである に記載の酸化物誘
電層の形成方法。
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この１単位工程を複数回繰り返す際に、１単位工程と次の１単位工程と
の間の、少なくとも１回以上の１単位工程間で、５５０℃～１０００℃の不活性ガス置換
又は真空中での予備焼成処理を設け

前記（ｃ）の焼成処理の雰囲気が不活性ガス置換又は真空中である請求項１に記載の酸化
物誘電層の形成方法。

請求項１又は請求項２



【請求項４】
前記ゾル－ゲル溶液は、マンガン、ケイ素、ニッケル、アルミニウム、ランタン、ニオブ
、マグネシウム、スズから選ばれる一種又は二種以上を０．０１ｍｏｌ％～５．００ｍｏ
ｌ％含有する酸化物誘電層を形成するものである 記載の
酸化物誘電層の形成方法。
【請求項５】
前記誘電層は、厚さが２０ｎｍ～２μｍとするものである
に記載の酸化物誘電層の形成方法。
【請求項６】
前記金属基材は、厚さが１μｍ～１００μｍであるニッケル箔、ニッケル合金箔、ニッケ
ル層を表層に備える複合箔、ニッケル合金層を表層に備える複合箔のいずれかである

に記載の酸化物誘電層の形成方法。
【請求項７】
前記ニッケル合金箔又はニッケル合金層を表層に備える複合箔のニッケル合金層は、ニッ
ケル－リン合金よりなるものである に記載の酸化物誘電層の形成方法。
【請求項８】
上部電極形成に用いる第１導電層と下部電極形成に用いる第２導電層との間に誘電層を備
えるキャパシタ層形成材において、
　当該誘電層は、請求項１～ のいずれかに記載の酸化物誘電層の形成方法により
得られたものであることを特徴としたキャパシタ層形成材。
【請求項９】

に記載のキャパシタ層形成材を用いて得られる内蔵キャパシタ層を備えたことを
特徴とするプリント配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件出願に係る発明は、キャパシタ層形成材及びそのキャパシタ層形成材の製造方法並
びにそのキャパシタ層形成材を用いて得られる内蔵キャパシタ層を備えたプリント配線板
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本件発明に言うキャパシタ層形成材は、上部電極形成に用いる第１導電層と下部電極形
成に用いる第２導電層との間に誘電層を備える構成を持つものである。そして、当該第１
導電層と第２導電層とは、エッチング加工等によりキャパシタ回路を形成するように加工
され、特許文献１に開示されているように、プリント配線板等の電子材料を構成する材料
として用いられるのが一般的である。
【０００３】
　そして、前記誘電層は、絶縁性を有し、一定量の電荷を蓄積するためのものである。こ
のような誘電層の形成方法には、種々の方法が採用されているが、化学的気相反応法（Ｃ
ＶＤ法）、スパッタリング蒸着法、ゾル－ゲル法を用いるのが一般的である。例えば、特
許文献２には、化学的気相反応法を用いるものとして、下地上に４００℃より低い温度で
非晶質状ＳｒＴｉＯ３ 系薄膜を堆積する工程と、該非晶質状ＳｒＴｉＯ３ 系薄膜をレーザ
アニールまたはラピッドサーマルアニール処理して結晶化させ、ＳｒＴｉＯ３ 系薄膜を得
る工程とを含む製造方法が開示されている。この方法は、高い誘電率を有するＳｒＴｉＯ

３ 系薄膜を得ることを目的としている。
【０００４】
　次に、特許文献３には、スパッタリング蒸着法を用いたものとして、基板上の任意の層
に下部電極、高誘電率の誘電体、上部電極が積層された薄膜キャパシタにおいて、該高誘
電率の誘電体が結晶粒と結晶粒界からなる多結晶であって、複数の原子価を取りうる金属
イオンを不純物として含有し、該結晶粒内部よりも該結晶粒界近傍に高濃度の該不純物を
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請求項１～請求項３のいずれかに

請求項１～請求項４のいずれか

請求
項１～請求項５のいずれか

請求項６

請求項７

請求項８



含有していることを特徴とする薄膜キャパシタが開示され、その複数の原子価を取りうる
金属イオンとしてＭｎイオンが好適であることが開示されている。この方法で得られた薄
膜キャパシタは、長期信頼性が高く絶縁破壊に至る時間が長いとある。
【０００５】
　更に、特許文献４には、ゾル－ゲル法を用いたものとして、基板表面に水酸化処理を施
した後、該基板上に、金属アルコキシドを原料とする酸化物誘電体薄膜を形成する酸化物
誘電体薄膜の製造方法が開示されている。ここで、薄膜として形成できる酸化物誘電体は
、誘電特性を有する金属酸化物であって、例えば、ＬｉＮｂＯ３ 、Ｌｉ２ Ｂ４ Ｏ７ 、Ｐｂ
ＺｒＴｉＯ３ 、ＢａＴｉＯ３ 、ＳｒＴｉＯ３ 、ＰｂＬａＺｒＴｉＯ３ 、ＬｉＴａＯ３ 、Ｚ
ｎＯ、Ｔａ２ Ｏ５ 等を用いるとある。この方法で得られた酸化物誘電体薄膜は、配向性に
優れ、結晶性の良好な酸化物誘電体薄膜とある。
【０００６】
　ゾル－ゲル法を用いた誘電層の形成は、化学的気相反応法（ＣＶＤ法）若しくはスパッ
タリング蒸着法を用いた誘電層の形成に比べ、真空プロセスを用いることも不要で、誘電
層を広い面積の基板上に形成することも容易であるという利点がある。しかも、誘電層の
構成成分を理論的比率にすることが容易で、且つ、極めて薄い誘電層が得られるため、大
容量のキャパシタ層を形成する材料としての期待がかけられている。
【０００７】
　また、特許文献５に開示のＰＺＴ薄膜の製造方法は、基板上にＰｂＴｉＯ３ （ＰＴ）を
主成分とするバッファ層を形成した後、前記ＰｂＴｉＯ３ を主成分とするバッファ層が有
機熱分解前される前にＰＺＴを主成分とする薄膜材料を塗布し、両層を一括して有機熱分
解した後に４３０～５００℃で結晶化熱処理を行う工程を有することを特徴とするものが
開示されている。そして、ここで言うバッファ層は、低温で結晶化するに際して、ＰＴと
ＰＺＴとが結晶構造や格子定数が近いという特性を生かしてＰＺＴ成膜時のＰＺＴ結晶化
のためのエネルギーを低減する効果を期待したものである。確かに、ゾルーゲル法による
誘電層の製造は、一般的に見て高温焼成による結晶化を要求されるため、種々の問題が生
ずる可能性が高く、低温焼成法としては有効なものである。
【０００８】
【特許文献１】特表２００２－５３９６３４号公報
【特許文献２】特開平０６－１４０３８５号公報
【特許文献３】特開２００１－３５８３０３号公報
【特許文献４】特開平０７－２９４８６２号公報
【特許文献５】特許第３４２７７９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、ゾル－ゲル法を用いた誘電層は、その薄さ故に膜厚の不均一及び酸化物
粒子の粒子間の間隙の存在により、キャパシタを形成した際の上部電極と下部電極との短
絡に起因してリーク電流が大きくなる場合があり、生産歩留まりが低いという問題がある
。特に、キャパシタとしての電気容量を高容量化するため、電極面積を広くしようとした
ときには、短絡現象の起こる不良品の発生が顕著となる。
【００１０】
　一般的にキャパシタ回路は、余剰の電気を蓄電する等して電子・電気機器の省電力化等
を可能にしてきたものであるから、可能な限り大きな電気容量を持つことが基本的な品質
として求められる。キャパシタの容量（Ｃ）は、Ｃ＝εε０ （Ａ／ｄ）の式（ε０ は真空
の誘電率）から計算される。特に、最近の電子、電気機器の軽薄短小化の流れから、プリ
ント配線板にも同様の要求が行われることになり、一定のプリント配線板等の基板面積の
中で、キャパシタ電極の表面積（Ａ）を広く採っても、キャパシタ回路の高容量化を必要
とする場合がある。
【００１１】
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　また、一般的なキャパシタ回路の形成を行う場合には、下部電極を形成するための金属
箔等の基板上にゾルーゲル法で誘電層を成膜した後、当該誘電層の上にスパッタリング法
等により上部電極となる銅層を成膜し、ウェットエッチング法により所定のキャパシタ回
路になるようにパターニングする。ところが、ウェットエッチングを行う際のエッチング
液が誘電層内部に侵入し、基板である金属箔上にまで到達する。このような現象が起こる
と、基板の溶出が起こり、誘電層までもが除去されてしまう。このような誘電層へのエッ
チング液の浸透が起こると、誘電損失の上昇を招き、見かけ容量密度の増大など電気特性
に悪影響を与える。また、基板の溶出、誘電層の損傷などは、上部電極と下部電極 (基板 )
との短絡を起こし、キャパシタ回路の生産歩留りが低下する。特に、埋め込み受動部品用
のキャパシタ箔を製造する場合は、製品コストの上昇を招かないように、安価な卑金属箔
を下部電極の構成材として用いることが好ましく、上部電極のパターニングには従来どお
りウェットエッチング可能であり、且つ、特性の劣化が起きないことが望ましい。
【００１２】
　更に、特許文献５に開示のような低温焼成法で誘電層としてのＰＺＴ薄膜を得ようとす
るとＰＺＴの結晶化を促進するバッファ層を必須とするため、製造工程が複雑化して、製
造コスト及び製造条件の管理が複雑化して、トータル製造コストを上昇させることになり
好ましくない。しかも、特許文献５に開示の手法で得られる誘電層は、バッファ層が存在
することにより誘電層としてのトータル厚さも厚くなり、且つ、誘電体としての品質の乏
しいＰＴを用いているために、高容量の誘電層が得られ難いという欠点がある。
【００１３】
　以上のことから、市場では、製造コストメリットに優れたゾル－ゲル法を用いて誘電層
を形成し、その誘電層がエッチング液による損傷を受けにくく、且つ、高い電気容量を備
えるものとなることが望まれてきた。そして、同時にその誘電層の形成方法は、生産歩留
まりが高いものであることが求められてきた。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そこで、本件発明者等は、鋭意ゾル－ゲル法で形成した誘電層の酸化物結晶粒を、従来
にないレベルに微細化したり、むしろ結晶粒界が少ない粗大粒を得る等の手法を試みてい
くなかで、以下の発明に想到した。
【００１５】
本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法：　本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法は、
ゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成方法であって、以下の（ａ）～（ｃ）の工程を備
えることを特徴とする。
【００１６】
（ａ）所望の酸化物誘電層を製造するためのゾル－ゲル溶液を調製するための溶液調製工
程。
（ｂ）前記ゾル－ゲル溶液を金属基材の表面に塗工し、酸素含有雰囲気中で１２０℃～２
５０℃で乾燥し、酸素含有雰囲気中で２７０℃～３９０℃で熱分解を行う一連の工程を１
単位工程とし、

て膜厚調整を行う塗工工程。
（ｃ）そして、最終的に５５０℃～１０００℃で焼成処理を行い誘電層とする焼成工程。
【００１７】

【００１８】
　 、本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法で用いる前記ゾル－ゲル溶液は、酸化物
誘電層として（Ｂａ１ － ｘ 　 Ｓｒｘ ）ＴｉＯ３ （０≦ｘ≦１）膜又はＢｉＺｒＯ３ 膜を形
成するものであることが好ましい。
【００１９】
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この１単位工程を複数回繰り返す際に、１単位工程と次の１単位工程との
間の、少なくとも１回以上の１単位工程間で、５５０℃～１０００℃の不活性ガス置換又
は真空中での予備焼成処理を設け

　そして、前記（ｃ）の焼成処理の雰囲気が不活性ガス置換又は真空中であることが好ま
しい。

また



　更に、本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法で用いる前記ゾル－ゲル溶液は、マンガ
ン、ケイ素、ニッケル、アルミニウム、ランタン、ニオブ、マグネシウム、スズから選ば
れる一種又は二種以上を合計０．０１ｍｏｌ％～５．００ｍｏｌ％含有する酸化物誘電層
を形成するものであることが好ましい。
【００２０】
　本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法で得る前記誘電層は、厚さが２０ｎｍ～２μｍ
とするものであることが好ましい。
【００２１】
　本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法で用いる前記金属基材は、厚さが１μｍ～１０
０μｍであるニッケル箔、ニッケル合金箔、ニッケル層を表層に備える複合箔、ニッケル
合金層を表層に備える複合箔のいずれかであることが好ましい。
【００２２】
　そして、前記金属基材はニッケル合金箔又はニッケル合金層を表層に備える複合箔のニ
ッケル合金層は、ニッケル－リン合金よりなるものであることが好ましい。
【００２３】
本件発明に係るキャパシタ層形成材：　本件発明に係るキャパシタ層形成材は、上部電極
形成に用いる第１導電層と下部電極形成に用いる第２導電層との間に誘電層を備えるキャ
パシタ層形成材において、当該誘電層を上述の製造方法のいずれかに記載の酸化物誘電層
の形成方法により得られたものであることが好ましい。
【００２４】
本件発明に係るプリント配線板：　そして、上記本件発明に係るキャパシタ層形成材を用
いることで、高品質の内蔵キャパシタ層を備えたことを特徴とするプリント配線板を得る
ことが出来る。
【発明の効果】
【００２５】
　本件発明に係るゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成方法は、歩留まり良く、高品質
の酸化物誘電層の形成が可能である。この本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法によっ
て得られる誘電層は、リーク電流を小さくし、エッチング液による損傷を受けにくいとい
う特性を持ち、特にエッチング法によるキャパシタ回路形成に好適なものとなる。そして
、本件発明に係るゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成方法を用いて誘電層を形成した
キャパシタ層形成材は、プリント配線板のキャパシタ層の形成に好適であり、高い電気容
量、低い誘電損失を示すキャパシタ回路の製造を可能とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
＜本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法＞
　本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法は、ゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成方
法であって、以下の（ａ）～（ｃ）の工程を備えることを特徴とする。以下、工程ごとに
説明する。
【００２７】
　最初に、本件発明の特徴を容易に理解出来るように、本件発明者等が従来から行ってい
たゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成に関して簡単に説明する。従来の誘電層として
用いるために酸化物誘電層の形成は、（Ｉ）～（ＩＩＩ）の工程を経るのが通常である。
【００２８】
　（Ｉ）所望の酸化物誘電層を製造するためのゾル－ゲル溶液を調製するための溶液調製
工程。（ＩＩ）前記ゾル－ゲル溶液を基材表面に塗工し、酸素含有雰囲気中で１２０℃～
２５０℃×３０秒～１０分の条件で乾燥し、酸素含有雰囲気中で４５０℃～５５０℃×５
分～３０分の条件で熱分解を行う工程を複数回繰り返し膜厚調整を行う塗工工程。そして
、この（ＩＩ）の工程を、複数回繰り返し、所望の膜厚とする調整を行う。（ＩＩＩ）次
に、最終的焼成として５５０℃～８００℃×５分～６０分の不活性ガス置換雰囲気又は真
空中での焼成処理を行い誘電層とする焼成工程。以上の工程を経て、酸化物誘電層を形成
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していた。
【００２９】
　以上のことから分かるように、従来のゾル－ゲル法を用いた酸化物誘電層の形成は、焼
成を行うのが最終段階における１回のみである。これに対して、本件発明では、１単位工
程の途中に１回以上の予備焼成を設けて、酸化物誘電層を製造するのである。
【００３０】
（ａ）工程：　この工程は、所望の酸化物誘電層を製造するためのゾル－ゲル溶液を調製
するための溶液調製工程である。この工程に関して、特段の制限はなく、市販の調製剤を
使用しても、自らが配合しても構わない。結果として、所望の前記酸化物誘電層として、
（Ｂａ１ － ｘ 　 Ｓｒｘ ）ＴｉＯ３ （０≦ｘ≦１）膜又はＢｉＺｒＯ３ 膜のいずれか得るこ
とが出来ればよいのである。ここで、（Ｂａ１ － ｘ 　 Ｓｒｘ ）ＴｉＯ３ （０≦ｘ≦１）膜
において、ｘ＝０の場合にはＢａＴｉＯ３ 組成を意味し、ｘ＝１の場合にはＳｒＴｉＯ３

組成を意味するものとなる。そして、この中間組成として、（Ｂａ０ ． ７ 　 Ｓｒ０ ． ３ ）
ＴｉＯ３ 等が存在する。
【００３１】
　更に、誘電層のリーク電流が発生するメカニズムを考えるに、ゾル－ゲル法で形成した
酸化物誘電層とした場合のリーク電流は、酸化物誘電層の結晶粒界及び格子欠陥を経由し
て流れる可能性の高いことが判明してきた。即ち、酸化物誘電層の組織が微細で、結晶粒
界が多く、結晶内の内部欠陥密度が高い程、リーク電流は大きくなる。この点の解決策に
関しては後述するが、酸化物誘電層の組成によっては、リーク電流を小さくして、誘電層
としての品質を向上させることが可能である。
【００３２】
　即ち、上記酸化物誘電層の結晶粒界及び粒内にマンガン、ケイ素、ニッケル、アルミニ
ウム、ランタン、ニオブ、マグネシウム、スズから選ばれる一種又は二種以上を含ませる
ことが好ましい。これらの成分は、誘電層の内部では酸化物として存在していると考えら
れ、ゾル－ゲル法で得られた酸化物誘電層の結晶粒界に偏析させることを一義とし、リー
ク電流の流路を遮断するために用いるのである。従って、これらの成分を「リーク防止成
分」と称する。このリーク防止成分の中でも、マンガンを用いることが好ましい。このマ
ンガンは、ゾル－ゲル法で得られた酸化物誘電層の結晶粒界に偏析させる事が容易だから
である。このとき当該酸化物誘電層に含ませるリーク防止成分量は０．０１ｍｏｌ％～５
．００ｍｏｌ％とすることが好ましい。ここで、２種以上の成分を用いる場合には、その
合計成分量がリーク防止成分量となる。当該リーク防止成分量が０．０１ｍｏｌ％未満の
場合には、ゾル－ゲル法で得られた酸化物誘電層の結晶粒界へのリーク防止成分の偏析が
不十分であり、良好なリーク電流の減少効果が得られない。一方、当該リーク防止成分量
が５．００ｍｏｌ％を超える場合には、ゾル－ゲル法で得られた酸化物誘電層の結晶粒界
へのリーク防止成分の偏析が過剰になり、誘電層が脆く靱性が失われ、エッチング法で上
部電極形状等を加工する際のエッチング液シャワー等により誘電層破壊が起こる等の不具
合が生じやすくなるのである。また、リーク防止成分量が過剰となると、以下に述べる製
造方法での酸化物結晶組織の成長が抑制される傾向もある。従って、リーク防止成分を、
上述の範囲で含む組成を採用することで、キャパシタとしての電気容量を大幅に上昇させ
、リーク電流をより小さくして長寿命化を達成するのである。なお、より好ましくは、当
該酸化物誘電層に含ませるリーク防止成分量は０．２５ｍｏｌ％～１．５０ｍｏｌ％であ
る。より確実に酸化物誘電層の品質を確保するためである。なお、酸化物誘電層とは、ペ
ロブスカイト構造を持つ誘電膜のことであり、この酸化物誘電層に酸化マンガン成分等が
含まれているとの明示の無き限り、酸化マンガンを含まない。
【００３３】
　また、マンガンを初めとするリーク防止成分が酸化物結晶格子内に置換配置する場合も
想定される。一般に酸化物誘電層は、低酸素分圧下での結晶化により酸素欠損を生じる。
このためチタンの価数が４価から３価に還元され、この価数の異なるチタン原子間の電子
ホッピングにより絶縁性が低下するとされる。しかし、適切な量のリーク防止成分が、酸
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化物結晶内に置換固溶した場合、２価ないし３価の原子価配置をとり、酸素欠損を補償す
ることができ、チタンの還元が起こらず絶縁性を向上させる効果が期待できる。
【００３４】
　そして、本件発明に係る方法で形成する酸化物誘電層は、厚さが２０ｎｍ～２μｍであ
ることが好ましい。この誘電層の厚さが薄いほど電気容量が向上するため、より薄いほど
好ましいのである。しかし、誘電層の厚さが２０ｎｍ未満となると、例え誘電層の上記マ
ンガン、ケイ素等の添加を行ったとしても、リーク電流を小さくする効果がなくなり、絶
縁破壊が早期に起こるため長寿命化が出来ない。これに対し、誘電層が厚いと絶縁信頼性
が増すため、電気容量とのバランスによっては、誘電層は厚くて構わない。しかし、ゾル
－ゲル法で誘電層を形成する場合、工業的生産性を考慮すれば２μｍ程度が現実的であり
、更に市場要求を含めて考えると１μｍ程度が上限と思われる。なお、後述する酸化物誘
電層の結晶組織のサイズを考慮すると、５０ｎｍ以上の厚さとすることが、より好ましい
。
【００３５】
（ｂ）工程：　この工程は、前記ゾル－ゲル溶液を金属基材の表面に塗工し（以下の説明
上、「塗工」と称する。）、酸素含有雰囲気中で１２０℃～２５０℃で乾燥し（以下の説
明上、「乾燥」と称する。）、酸素含有雰囲気中で２７０℃～３９０℃で熱分解を行う（
以下の説明上、「熱分解」と称する。）一連の工程を１単位工程とし、この１単位工程を
複数回繰り返すにあたり、１単位工程と１単位工程との間に少なくとも１回以上の５５０
℃～１０００℃の不活性ガス置換又は真空中での予備焼成処理を設けて膜厚調整を行う塗
工工程である。
【００３６】
　即ち、この工程では、塗工→乾燥→熱分解の連続した一連の工程を１単位工程と称して
いる。そして、従来の方法では、単にこの１単位工程を複数回繰り返して、最終的に焼成
していた。これに対し、本件発明では、１単位工程を複数回繰り返す途中に、少なくとも
１回以上の予備焼成工程を設けるのである。従って、例えば６回の１単位工程を繰り返し
行う場合で考えると、１回の予備焼成工程を設けるとすれば１単位工程（１回目）→予備
焼成工程→１単位工程（２回目）→１単位工程（３回目）→１単位工程（４回目）→１単
位工程（５回目）→１単位工程（６回目）のプロセスを採用する等である。そして、２回
の焼成工程を設けるとすれば、１単位工程（１回目）→予備焼成工程→１単位工程（２回
目）→１単位工程（３回目）→予備焼成工程→１単位工程（４回目）→１単位工程（５回
目）→１単位工程（６回目）のプロセスを採用する等である。更に、全ての１単位工程間
に焼成工程を設けるとすれば、１単位工程（１回目）→予備焼成工程→１単位工程（２回
目）→予備焼成工程→１単位工程（３回目）→予備焼成工程→１単位工程（４回目）→予
備焼成工程→１単位工程（５回目）→予備焼成工程→１単位工程（６回目）のプロセスを
採用することになる。
【００３７】
　従来のゾル－ゲル法で得られた酸化物誘電層の結晶状態は、微細な結晶粒が存在し、結
晶粒内に多数のボイドが確認出来る。これはゾル－ゲル液に含まれる有機成分が、焼成時
に蒸発気散するためであると考えられる。このような状態で、ウェットエッチングを行う
と、エッチング液が誘電層に浸透しやすい。従って、上部電極をエッチングによりパター
ニングするとき、誘電層を透過したエッチング液により基板（下部電極の構成材）が浸食
され、その浸食部位の誘電層が欠落し、消失する。これに対して、この（ｂ）工程を採用
することにより、酸化物誘電層の組織が、膜密度が高く緻密で、結晶粒内の構造欠陥の少
ない状態になる。従って、上述のように上部電極をウェットエッチング法でパターニング
しても、誘電層に対するエッチング液の浸透が起こりにくい為、上部電極をエッチングに
よりパターニングした後の誘電層が露出する予定の部位に誘電膜が確実に観察され、基板
（下部電極の構成材）のエッチング溶出が防止出来る。この結果、リーク電流は小さく、
高容量の誘電層を備えるキャパシタ回路が得られる。ここで言う誘電層に対するエッチン
グ液の浸透を最も効果的に防止するのは、６回の１単位工程を繰り返し行う場合で考える
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と、予備焼成工程を可能な限り早期に実施することが好ましい。従って、１単位工程（１
回目）→予備焼成工程→１単位工程（２回目）で行うことが理想的である。この予備焼成
工程を１回のみ行う場合で考えると１単位工程（５回目）→予備焼成工程→１単位工程（
６回目）のように、最終焼成に近づくほど予備焼成工程の持つ意味が最終焼成と変わらな
くなり、予備焼成工程を設ける効果が弱まる。
【００３８】
　そして、酸化物誘電層の結晶組織は、可能な限り大きな粒径を持つことが好ましい。粒
径を可能な限り大きくできれば、リーク経路となる結晶粒界の存在比率を減少させること
が出来るからである。本件発明者等の研究によれば、結晶粒径に限定して言えば、当該誘
電層の粗大化結晶組織が厚さ方向及び平面方向に成長し、且つ、粒径（長径）が５０ｎｍ
～３００ｎｍの酸化物結晶組織を含むものとした場合に、リーク電流が少なくなり、且つ
高電気容量の誘電層となり、更に長期使用に耐える長寿命化が達成出来る事が判明した。
ここで言う粒径とは、誘電層の断面を、集束イオンビーム加工し、透過型電子顕微鏡で１
００００００倍で観察したときの観察像から直接観察した粗大粒の長径を測定した結晶粒
の大きさであり、厳密な意味での粒径とは言えないが、粗大化した結晶粒の存在を明確に
する為の指標としては何ら問題はない。観察された粒径（長径）が５０ｎｍ未満のものし
か存在しない場合には、従来のゾル－ゲル法で得られた酸化物誘電層と比較して、リーク
電流の減少も、電気容量の増加も顕著とならない。一方、誘電層を構成する酸化物結晶組
織の粒径（長径）が３００ｎｍを超えるレベルの結晶粒を得るためには、極めて特殊な製
造条件を適用しなければならず、実質的な工業的規模での生産が不可能な範囲である。
【００３９】
　ここで、１単位工程の塗工に関して述べる。ゾル－ゲル溶液を金属基材の表面に塗工す
る際の塗工手段に関しては、特に限定を要さない。しかしながら、膜厚の均一性及びゾル
－ゲル溶液の特質等を考慮する限り、スピンコータを用いることが好ましい。
【００４０】
　そして、ここで言う金属基材には、ニッケル層、ニッケル合金層、ニッケル層を表層に
備える複合箔、ニッケル合金層を表層に備える複合箔のいずれかを用いることが好ましい
。これらを好ましく使用出来るのは、（１）金属箔としての入手が可能で、その箔状態の
ままで、その表面にゾル－ゲル法による誘電層の形成が可能である。（２）ゾル－ゲル法
で誘電層を形成するときに負荷される過酷な熱履歴に対しての耐酸化性、抗軟化特性が優
れている。（３）ニッケル合金組成を変化させることで、一定レベルで誘電層との密着性
が制御出来る。（４）エッチング法により下部電極形状を形成するときにファインなキャ
パシタ回路の形成が可能となる。
【００４１】
　ここで言うニッケル層又はニッケル合金層は、主に金属箔を用いることを意図している
。従って、ニッケル層とは、所謂純度が９９．０％（その他、不可避不純物）以上の純ニ
ッケル箔で形成される事が好ましく、最も好ましくは９９．９％以上である。ニッケル箔
の純度が上昇するほど、ニッケル箔と誘電層との密着安定性が向上するのである。そして
、ニッケル合金層とは、例えばニッケル－リン合金を用いて形成される層である。ここで
言うニッケル－リン合金のリン含有量は０．１ｗｔ％～１１ｗｔ％である事が好ましい。
ニッケル－リン合金層のリン成分は、キャパシタ層形成材の製造及び通常のプリント配線
板の製造プロセスにおいて高温負荷されることがあれば、誘電層の内部に拡散し、誘電層
との密着性を劣化させ、誘電率にも変化を与えていると考えられる。しかしながら、適正
なリン含有量を備えたニッケル－リン合金層は、キャパシタとしての電気特性を向上させ
る。リン含有量が０．１ｗｔ％未満の場合には、純ニッケルを用いた場合と変わらないも
のとなり、合金化することの意義が失われるのである。これに対し、リン含有量が１１ｗ
ｔ％を超えると、誘電層の界面にリンが偏析し、誘電層との密着性が劣化し、剥離しやす
いものとなる。従って、リン含有量は、０．１ｗｔ％～１１ｗｔ％の範囲が好ましい。そ
して、誘電層とのより安定した密着性を確保するためには、リン含有量が０．２ｗｔ％～
３ｗｔ％の範囲であれば工程に一定のバラツキがあっても安定した品質のキャパシタ回路
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の形成が可能となる。なお、最適な範囲を敢えて指摘するならば、リン含有量が０．２５
ｗｔ％～１ｗｔ％で最も良好な誘電層との密着性を確保し、同時に良好な誘電率をも確保
出来るのである。なお、本件発明におけるリン含有量は、［Ｐ成分重量］／［Ｎｉ成分重
量］×１００（ｗｔ％）として換算した値である。
【００４２】
　  そして、本発明における金属基材には、ニッケル箔およびニッケル合金箔の他、ニッ
ケル層を表層に備える複合箔、ニッケル合金層を表層に備える複合箔を用いることも可能
である。即ち、金属箔の最表層に、これらニッケル若しくはニッケル合金層を備えた複合
箔の如きものも含む概念として記述している。例えば、金属基材を構成する材料として、
銅箔の表面にニッケル層若しくはニッケル合金層を備えた複合箔を用いることもできる。
また、このニッケル層又はニッケル合金層は、箔の片面若しくは両面に設けてもよい。
【００４３】
　このような物性を備える限り、フッ素樹脂基板、液晶ポリマー等を基板材料としたプリ
ント配線板の製造プロセスで用いられる３００℃～４００℃の高温加工プロセスを経ても
強度の劣化は殆ど無い。結果として、この金属箔や複合箔を金属基材として用い、その表
面に誘電層を形成しても金属基材の品質劣化も殆ど無いことになる。なお、本件発明に言
うニッケル箔及びニッケル合金箔の結晶組織は、結晶粒が可能な限り細かく強度を向上さ
せたものであることが好ましい。更に具体的に言えば、圧延ニッケル箔が引張り強さの点
で好ましく、電解ニッケル箔の場合には平均結晶粒径０．５μｍ以下のレベルに微細化さ
れ、機械的強度の高い物性を備えることが好ましいのである。
【００４４】
　そして、金属基材の厚みはトータル１μｍ～１００μｍであることが好ましい。上記厚
みが１μｍ未満では、キャパシタ回路を形成したときの電極としての信頼性に著しく欠け
、その表面へ誘電層を形成する事が極めて困難となる。一方、１００μｍを超える厚みと
することには、実用上の要求が殆どない。また、第２導電層の厚さを１０μｍ以下とする
場合には、ハンドリングが困難となる。そこで、第２導電層を構成する金属箔が、接合界
面を介して、キャリア箔と張り合わせられたキャリア箔付金属箔を用いることが好ましい
。キャリア箔は、本件発明に言うキャパシタ層形成材に加工して以降の段階で除去すれば
良い。また、ここで言うニッケル層を表層に備える複合箔又はニッケル合金層を表層に備
える複合箔の場合には、そのニッケル層又はニッケル合金層は、双方の複合箔のトータル
厚さが１μｍ～１００μｍであることを前提とすると、０．１μｍ～３μｍとすることが
好ましい。ニッケル層又はニッケル合金層の厚さが０．１μｍ未満の場合には、ゾル－ゲ
ル法で誘電層を形成するときに負荷される過酷な熱履歴に対しての耐酸化性を得ることが
出来ない。一方、ニッケル層又はニッケル合金層の厚さが３μｍを超える場合には、コス
ト的に見て通常のニッケル箔又はニッケル合金箔を用いる場合と大差無くなるからである
。
【００４５】
　以上に述べてきた金属基材のそれぞれの製造方法に関しては、特段の限定はない、通常
考え得る全ての方法を採用することが可能である。例示的に示すと、ニッケル箔又はニッ
ケル合金箔は、電解法若しくは圧延法で製造したものを用いることが可能である。これら
の製造方法に関して、特に限定はない。特に、圧延法は、インゴットの成分を冶金的プロ
セスで調整し、それを適当な焼鈍作業を行いつつ圧延ロールで箔状へと加工するものであ
り、ニッケル合金箔の製造には有利であり、従来からの手法を採用すれば足りるのである
。更に、ニッケル層を表層に備える複合箔又はニッケル合金層を表層に備える複合箔の場
合には、銅箔等の金属箔の表面に、以下に言う電解法、スパッタリング蒸着法、化学気相
反応法等でニッケル層又はニッケル合金層を形成する事が出来る。
【００４６】
　例えば、電解法の場合には、その電解液、電解条件等により析出する金属組織が異なり
、結果として物理的強度にも影響を与える。しかしながら、ニッケル箔又はニッケル層を
形成する場合は、ニッケルメッキ液として知られる溶液を広く使用することが可能である
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。例えば、（ｉ）硫酸ニッケルを用いニッケル濃度が５～３０ｇ／ｌ、液温２０～５０℃
、ｐＨ２～４、電流密度０．３～１０Ａ／ｄｍ２ の条件、（ｉｉ）硫酸ニッケルを用いニ
ッケル濃度が５～３０ｇ／ｌ、ピロリン酸カリウム５０～５００ｇ／ｌ、液温２０～５０
℃、ｐＨ８～１１、電流密度０．３～１０Ａ／ｄｍ２ の条件、（ｉｉｉ）硫酸ニッケルを
用いニッケル濃度が１０～７０ｇ／ｌ、ホウ酸２０～６０ｇ／ｌ、液温２０～５０℃、ｐ
Ｈ２～４、電流密度１～５０Ａ／ｄｍ２ の条件、その他一般のワット浴の条件とする等で
ある。
【００４７】
　そして、ニッケル－リン合金箔又はニッケル－リン合金層を電解で製造する場合には、
リン酸系溶液を電解液として用いる。この場合、（ｉ）硫酸ニッケル濃度１２０ｇ／ｌ～
１８０ｇ／ｌ、塩化ニッケル濃度３５ｇ／ｌ～５５ｇ／ｌ、Ｈ３ ＰＯ４ 濃度３ｇ／ｌ～５
ｇ／ｌ、Ｈ３ ＰＯ３ 濃度２ｇ／ｌ～４ｇ／ｌ、液温７０℃～９５℃、ｐＨ０．５～１．５
、電流密度５Ａ／ｄｍ２ ～５０Ａ／ｄｍ２ の条件、（ｉｉ）硫酸ニッケル濃度が１８０ｇ
／ｌ～２８０ｇ／ｌ、塩化ニッケル濃度３０ｇ／ｌ～５０ｇ／ｌ、Ｈ３ ＢＯ３ 濃度１６ｇ
／ｌ～２５ｇ／ｌ、Ｈ３ ＰＯ３ 濃度１ｇ／ｌ～５ｇ／ｌ、液温４５℃～６５℃、電流密度
５Ａ／ｄｍ２ ～５０Ａ／ｄｍ２ の条件等を採用するのである。また、市販の無電解メッキ
液を用いて、無電解法にてニッケル－リン合金層を形成する事も可能であるが製膜速度の
点で工業的生産性を満足しない。
【００４８】
　次に、１単位工程の乾燥に関して述べる。ゾル－ゲル溶液の塗工が完了すると、酸素含
有雰囲気中で１２０℃～２５０℃で乾燥する。このとき乾燥温度が１２０℃未満となると
、工業的に求められる時間内での乾燥が不十分となり、後の熱分解後の誘電層表面に粗れ
が生じる場合が多くなる。一方、乾燥温度を２５０℃を超えるものとすると、乾燥状態が
不均一に成りやすく、その結果、後の熱分解反応が不均一になり得られる誘電層の場所的
な品質バラツキを生じやすくなる。そして、この乾燥における時間は、３０秒～１０分の
範囲を採用することが好ましい。上記温度範囲の上限値である２５０℃を採用しても、乾
燥時間が３０秒未満の場合には十分な乾燥状態が得られない。また、上記温度範囲の下限
値である１２０℃を採用しても１０分を超える乾燥時間とすると、後の熱分解反応が不均
一になり得られる誘電層の場所的な品質バラツキを生じやすくなる。この乾燥及び後述す
る熱分解を行うときには、酸素含有雰囲気で行う。即ち、還元雰囲気で行うと有機物の分
解が促進されないからである。
【００４９】
　本件発明に係る製造方法において乾燥で１２０℃～２５０℃及び熱分解で２７０℃～３
９０℃という低温条件を採用することで、もう一つの大きな効果を得ることが出来る。図
５に透過電子顕微鏡観察像を示しているが、ここで下部電極４と誘電層１との界面に、異
相５（図５の下部電極４と誘電層１との界面にあるコントラストの異なる層）が確認され
る。この異相は乾燥温度及び熱分解温度を高くすると発生しやすい傾向にあり、この異相
が発生すると、誘電層と下部電極との密着性が損なわれ且つ誘電特性が劣化する傾向があ
る。この異相は酸化ニッケル、その他の複合金属酸化物等であると推測しているが詳細は
不明である。これに対し、乾燥に上記低温乾燥及び低温熱分解の条件を採用すると、安定
して図６の透過電子顕微鏡観察像のように、異相のない界面を形成することができ、誘電
層１と下部電極４との安定した密着性及び良好な誘電特性が得られるのである。
【００５０】
　更に、１単位工程の熱分解に関して述べる。上記乾燥が終了すると、酸素含有雰囲気中
で２７０℃～３９０℃の温度で熱分解を行う。ここで、採用した熱分解温度が極めて特徴
的である。従来の熱分解温度には４５０℃～５５０℃の温度範囲が採用されてきた。これ
に対し、本件発明に係る製造方法では、金属基材の余分な酸化を防止するため２７０℃～
３９０℃という低温域での熱分解温度を採用しているのである。ここで熱分解温度を２７
０℃未満とすると、いかに長時間の加熱を続けても良好な熱分解が起こりにくく、生産性
に欠けると共に、良好なキャパシタ特性が得られない。一方、誘電層は、金属基材の表面
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上に形成するものであり、３９０℃を超える加熱を行うと、誘電層と金属基材との界面に
於いて、金属基材の表面の酸化が顕著に見られるようになる。しかしながら、大量生産を
行う上での工程のバラツキと品質の安全性を考慮すると、それ以下の温度である３７０℃
程度を上限とする事が好ましい。そして、加熱時間は、採用する分解温度とゾル－ゲル溶
液の性状によって決められるものであるが、５分～３０分の加熱温度範囲を採用すること
が望ましい。上記温度範囲を採用することを前提として、５分未満の加熱では十分な熱分
解が行えない。また、加熱時間が３０分を超えると、上記温度範囲でも金属基材表面の酸
化が進行するのである。
【００５１】
　そして、上述した１単位工程と１単位工程との間に設ける予備焼成工程は、５５０℃～
１０００℃の不活性ガス置換又は真空中での焼成処理を行う。この条件は、以下に述べる
（ｃ）工程とほぼ同様であるため、その説明で数値の臨界的意義等を述べることとする。
なお、この予備焼成工程における焼成時間は、２分～６０分の時間を採用することが好ま
しい。この焼成時間に関しても後述する。
【００５２】
（ｃ）工程：　この工程は、最終的に５５０℃～１０００℃の不活性ガス置換又は真空中
での焼成処理を行い誘電層とする焼成工程である。この焼成工程が所謂本焼成工程であり
、この焼成を経て、最終的な誘電層となる。この焼成工程では、金属基材の酸化劣化を防
止するため、不活性ガス置換雰囲気又は真空中で加熱を行う。このときの加熱温度には、
５５０℃～１０００℃の条件を採用する。この温度条件未満の加熱では、工業的に求めら
れる焼成時間内での焼成が困難であり、金属基材との密着性に優れ、適正な緻密さと適度
な粒度の結晶組織を備える誘電層が得られないのである。そして、この温度条件を超える
過剰の加熱温度を採用すると、誘電層の劣化及び基材の物理的強度の劣化が進行し、キャ
パシタ特性である高い電気容量及び長寿命化が図れなくなる。なお、この焼成温度での焼
成時間としては５分～６０分とすることが好ましい。上記焼成温度の上限温度（１０００
℃）を採用しても、５分未満の焼成時間では、十分な焼成が行えず、電気容量の大きな良
好な誘電層が得られない。一方、 焼成時間では、上記焼成温度の下限温度
（５５０℃）を採用しても、電気容量の大きな良好な誘電層が得られず、誘電層が脆化し
やすくなる。
【００５３】
　以上のような方法で製造した誘電層は、金属基材の表面に直接誘電層が形成されており
、金属基材と誘電層との間にバッファ層が存在しない。従って、製造工程が複雑化する事
もなくトータル製造コストの上昇はなく、しかも、バッファ層が存在しないため誘電層と
してのトータル厚さも薄く高容量の誘電層が得られ易いという利点がある。
【００５４】
＜本件発明に係るキャパシタ層形成材＞　
　本件発明に係るキャパシタ層形成材は、上部電極形成に用いる第１導電層と下部電極形
成に用いる第２導電層との間に誘電層を備えるキャパシタ層形成材において、当該誘電層
を上述の製造方法のいずれかに記載の酸化物誘電層の形成方法により得られたものである
ことが好ましい。即ち、金属基材に前記下部電極形成に用いる第２導電層となる金属箔等
を用いて、その表面に上述の誘電層の形成方法によって酸化物誘電層を形成する。そして
、得られた誘電層の上に第１導電層を形成し、キャパシタ層形成材とするのである。ここ
で誘電層の上に第１導電層を形成する方法としては、金属箔を用いて張り合わせる方法、
メッキ法で導電層を形成する方法、スパッタリング蒸着等の方法を採用することが可能で
ある。
【００５５】
＜本件発明に係るキャパシタ層形成材を用いたプリント配線板＞
　そして、上記本件発明に係るキャパシタ層形成材を用いることで、高品質の内蔵キャパ
シタ層を備えたことを特徴とするプリント配線板を得ることが出来る。
【００５６】
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　本件発明に係るキャパシタ層形成材は、多層プリント配線板の内蔵キャパシタ層の形成
に好適に用いることが出来る。当該キャパシタ層形成材の第１導電層と第２導電層をキャ
パシタ回路形状にエッチング法で形成し、多層プリント配線板の構成材料として用いるの
である。また、第２導電層に上述のニッケル又はニッケル合金を用いることで、誘電層と
の密着性に優れた下部電極を形成することが可能となり、当該下部電極は耐熱性に優れた
素材であるため、３００℃～４００℃の範囲の熱間プレス加工を複数回経ても、酸化劣化
も起こらず、物性変化も起こしにくいものである。この本件発明に係るキャパシタ層形成
材を用いての内蔵キャパシタ回路を備えるプリント配線板の製造方法に関して、特段の限
定はなく、あらゆる方法を採用する事が可能となる。
【００５７】
　ここでプリント配線板を製造する際に製造方法の一例を示す。例えば、図７（ａ）に示
すキャパシタ層形成材１１の片面の第１導電層１２を整面し、その両面にドライフィルム
を張り合わせて、エッチングレジスト層２１を形成する。そして、その第１導電層の表面
のエッチングレジスト層に、上部電極を形成するためのエッチングパターンを露光し、現
像する。そして、塩化銅エッチング液でエッチングして、図７（ｂ）に示すように上部電
極１５を形成する。
【００５８】
　そして、上部電極１５の形成後にエッチングレジストを回路表面に残留させた状態で、
回路部以外の領域の露出した誘電層の除去を行う。このときの誘電層の除去方法は、ウエ
ットブラスト処理を用いる事が好ましい。このウエットブラスト処理が終了すると、エッ
チングレジストの剥離を行い、水洗し、乾燥し、図７（ｃ）に示す状態とする。
【００５９】
　上記誘電層除去の終了したキャパシタ層形成材は、露出した誘電層を除去して、深くな
った上部電極間ギャップを埋設する必要がある。そこで、図８（ｄ）に示すように、キャ
パシタ層形成材の表面に絶縁層及び導電層を設けるため、銅箔１６の片面に８０μｍ程度
の厚さの半硬化樹脂層１７を備えた樹脂層付銅箔１８を重ね合わせて、１８０℃×６０分
の加熱条件下で熱間プレス成形し、外層に銅箔層１６と絶縁層１７’と張り合わせて、図
８（ｅ）に示す状態とする。そして、図８（ｅ）に示す外層の第２導電層１４をエッチン
グ加工し、下部電極１９とし、図８（ｆ）に示す状態とする。
【００６０】
　次に、外層に位置する銅箔層１６にレーザー加工法による穴明けを行い、銅メッキを行
うことにより銅メッキ層２４を設け、ビアホール２３を形成し、エッチング加工して図９
（ｇ）の状態とする。そして、図９（ｈ）に示すように、樹脂層付銅箔１８を重ね合わせ
て、１８０℃×６０分の加熱条件下で熱間プレス成形し、外層に銅箔層１６と絶縁層１７
とを張り合わせ、図１０（ｉ）に示す状態とする。
【００６１】
　そして、図１０（ｉ）に示す外層の銅箔層１６にレーザー加工法による穴明けを行い、
銅メッキを行うことにより銅メッキ層２４を設け、ビアホール２３を形成し、エッチング
加工して図１０（ｊ）の状態とする。このときのエッチング方法及びビアホール形成等に
関しても、定法を採用する事が出来る。以上のようにして、内蔵キャパシタ回路を備える
プリント配線板１０を製造できる。なお、ここで明記しておくが、本件発明に係るプリン
ト配線板の製造は、上記製造方法に限定して解釈されるものではなく、あらゆる製造方法
を採用することが可能である。以下、実施例を説明する。
【実施例１】
【００６２】
　この実施例では、金属基材（下部電極形成層）であるニッケル箔の表面に、上記酸化物
誘電層を形成し、更に当該誘電層の表面に上部電極形成層を設けキャパシタ層形成材を製
造した。そして、このキャパシタ層形成材を用いてエッチング法でキャパシタ回路を形成
し、各種誘電特性の評価を行った。
【００６３】
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＜金属基材（下部電極形成層）の製造＞
　ここでは、圧延法で製造した５０μｍ厚さのニッケル箔を使用した。なお、圧延法で製
造したニッケル箔の厚さはゲージ厚さとして示したものである。このニッケル箔が、キャ
パシタ層形成材となったときの第２導電層を構成することになる。
【００６４】
＜誘電層の形成＞
　当該ニッケル箔の表面にゾル－ゲル法を用いて誘電層を形成した。ゾル－ゲル法で誘電
層を形成する前のニッケル箔は、前処理として、２５０℃×１５分の加熱を行い、紫外線
の１分間照射を行い、表面の清浄化を図った。
【００６５】
（ａ）工程：　この溶液調製工程では、ゾル－ゲル法に用いるゾル－ゲル溶液を調製した
。ここでは、三菱マテリアル株式会社製の商品名　ＢＳＴ薄膜形成剤　７ｗｔ％ＢＳＴを
用いて、Ｂａ０ ． ７ Ｓｒ０ ． ３ ＴｉＯ３ の組成の酸化物誘電層を得られるように調製した
。
【００６６】
（ｂ）工程：　この工程では、前記ゾル－ゲル溶液を金属基材の表面に塗工し、酸素含有
雰囲気中で１５０℃×２分の条件で乾燥し、酸素含有雰囲気中で３３０℃×１５分の条件
で熱分解を行う一連の工程を１単位工程とした。そして、この１単位工程を６回繰り返す
にあたり、１単位工程と１単位工程との間に少なくとも１回以上の６５０℃×１５分の不
活性ガス置換での予備焼成処理を設けて膜厚調整を行った。そして、複数の試料として、
試料１－１～試料１－８を得た。
【００６７】
　試料１－１及び試料１－２に対しては、１回目の１単位工程と２回目の１単位工程との
間に１回の予備焼成工程を設けたものである。
　試料１－３に対しては、２回目の１単位工程と３回目の１単位工程との間に１回の予備
焼成工程を設けたものである。
　試料１－４に対しては、３回目の１単位工程と４回目の１単位工程との間に１回の予備
焼成工程を設けたものである。
　試料１－５に対しては、４回目の１単位工程と５回目の１単位工程との間に１回の予備
焼成工程を設けたものである。
　試料１－６に対しては、１回目の１単位工程と２回目の１単位工程との間及び３回目の
１単位工程と４回目の１単位工程との間の計２回の予備焼成工程を設けたものである。
　そして、試料１－７及び試料１－８に対しては、１回目の１単位工程から６回目の１単
位工程との間の各工程間に計５回の予備焼成工程を設けたものである。
【００６８】
（ｃ）工程：　そして、上記試料１－１、試料１－３、試料１－４、試料１－５、試料１
－６、試料１－７の各試料を６５０℃×１５分の不活性ガス置換雰囲気（窒素置換雰囲気
）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成した。また、試料
１－２及び試料１－８の試料は７００℃×３０分の不活性ガス置換雰囲気（窒素置換雰囲
気）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成した。
【００６９】
＜上部電極の形成＞
　以上のようにして、各試料に形成した誘電層の上に、スパッタリング蒸着法により２μ
ｍ厚さの銅層を第１導電層として形成し、誘電層の両面に第１導電層と第２導電層とを備
える８種のキャパシタ層形成材とした。
【００７０】
＜キャパシタ回路の形成＞
　前記各キャパシタ形成材の第１導電層の表面にエッチングレジスト層を設け、上部電極
形状を形成するための、エッチングパターンを露光し、現像した。その後、塩化銅系銅エ
ッチング液で第１導電層をエッチングして、エッチングレジスト剥離を行うことで、上部
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電極面積が１ｍｍ×１ｍｍサイズと上部電極面積が４ｍｍ×４ｍｍサイズの各１００個の
キャパシタ回路を形成した。
【００７１】
＜誘電特性の評価＞
電極歩留り：　キャパシタ回路の形成後に、各試料の１００個のキャパシタ回路に、所定
の電圧を負荷して、層間耐電圧測定を行い、上部電極と下部電極との間でのショート現象
の見られない割合をみた。その結果、１ｍｍ×１ｍｍサイズのキャパシタ回路の生産歩留
まりは８０％～１００％であり、４ｍｍ×４ｍｍサイズのキャパシタ回路の生産歩留まり
は１０％～８３％であった。
【００７２】
電気容量密度：　初期の平均容量密度は１３３０ｎＦ／ｃｍ２ ～１９２０ｎＦ／ｃｍ２ と
非常に高い電気容量を示した。
【００７３】
誘電損失：　キャパシタ回路の誘電損失を測定すると、２．２％～１６％の範囲であった
。
【００７４】
エッチング後の誘電層の残留：　キャパシタ回路を形成した後の回路間ギャップに誘電層
が残留しているか否かを調べた。この残留の有無を調べるにあたっては、金属顕微鏡で回
路間を見ることにより行う。誘電層が残留している場合には、虹色の干渉色が観察出来る
。この結果、試料１－１～試料１－８のいずれの場合も誘電層の残留が確認出来た。
【００７５】
誘電層の結晶化レベル：　誘電層の表面をＸ線回折法（ＣｕＫα）で測定し、テトラゴナ
ル構造で指数づけした（１０１）面のピークの半値幅を測定することで、結晶化レベルの
指標とした。その結果、０．２６８ｄｅｇ．～０．２９９ｄｅｇ．の値となった。この結
果から見れば、　当該（１０１）面のピークの半値幅が、０．３ｄｅｇ．以下であれば、
実用上問題の無い結晶化が出来ていると考えられる。以下の、実施例２においても、誘電
層の形成までは同じプロセスを採用している。従って、この（１０１）面のピークの半値
幅の値は同じとなる事を明記しておく。
【００７６】
透過型電子顕微鏡による誘電層の観察：　試料１－１及び試料１－６のキャパシタ層形成
材の断面を、集束イオンビーム加工し、透過型電子顕微鏡で観察した。この観察像を図１
及び図２に示す。この試料１－１の断面である図１から明らかなように、上部電極３と下
部電極４との間の誘電層１中で、１単位工程を終了した後に予備焼成を行った第１層目２
は、他の層と明瞭に区分して観察される。そして、試料１－６の断面である図２は、３層
（第１層目２，第２層目２’，第３層目２’’）に分かれているように観察される。
【００７７】
　以上のように、試料１－１の断面像（図１）では第１層目２が他の層と明瞭に区分して
観察される。これに対し、試料１－６の断面像（図２）では、３層に分かれているように
見えるものの、その結晶粒子は試料１－１に比べて柱状的な成長を行っているように見え
、３層の区分は明瞭とはいえない。しかし、本件発明者等は、リーク電流を効果的に防止
する等の種々の観点から考えて、誘電層内には極力ボイドのような欠陥が存在しに方がよ
いと考える。このように考えれば、層状になっている部分には、ボイド等の欠陥が多く含
まれる部分と考えられ、出来る限り層が明瞭に確認できない方が良い。ここで、図３に示
す試料１－７の断面を見るに、試料１－６の断面像（図２）と比べても、さらに結晶粒子
の柱状的な成長が認められ、予備焼成ごとの不連続性がほとんど見られない。即ち、これ
らの試料の調整条件から判断すると、試料１－１および１－６についても最終の結晶化温
度を高く、時間を長めに設定することで、層間の連続性を膜厚方向にも均一な誘電層の形
成が出来ると考えられる。
【００７８】
　以上に述べてきた各特性は、後述する比較例１と対比可能なように表１に纏めて掲載し
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た。
【実施例２】
【００７９】
　この実施例では、金属基材（下部電極形成層）であるニッケル箔の表面に、上記酸化物
誘電層を形成し、更に当該誘電層の表面に、マスク法で上部電極を形成しキャパシタ回路
とし、各種誘電特性の評価を行った。
【００８０】
＜金属基材（下部電極形成層）の製造＞
　ここでは、実施例１と同じ、圧延法で製造した５０μｍ厚さのニッケル箔を使用した。
このニッケル箔が、キャパシタ層回路を形成したときの下部電極を構成することになる。
【００８１】
＜誘電層の形成＞
　当該ニッケル箔の表面に実施例１と同様のゾルーゲル法及びゾル－ゲル液を用いて誘電
層を形成した。従って、実施例１の場合と同様の誘電層が得られているはずであり、ここ
での重複した説明は省略する。そして、複数の試料として、試料２－１～試料２－８を得
た。
【００８２】
　試料２－１及び試料２－２に対しては、１回目の１単位工程と２回目の１単位工程との
間に１回の予備焼成工程を設けたものである。
　試料２－３に対しては、２回目の１単位工程と３回目の１単位工程との間に１回の予備
焼成工程を設けたものである。
　試料２－４に対しては、３回目の１単位工程と４回目の１単位工程との間に１回の予備
焼成工程を設けたものである。
　試料２－５に対しては、４回目の１単位工程と５回目の１単位工程との間に１回の予備
焼成工程を設けたものである。
　試料２－６に対しては、１回目の１単位工程と２回目の１単位工程との間及び３回目の
１単位工程と４回目の１単位工程との間の計２回の予備焼成工程を設けたものである。
　そして、試料２－７及び試料２－８に対しては、１回目の１単位工程から６回目の１単
位工程との間の各工程間に計５回の予備焼成工程を設けたものである。
【００８３】
（ｃ）工程：　そして、上記試料２－１、試料２－３、試料２－４、試料２－５、試料２
－６、試料２－７の各試料を６５０℃×１５分の不活性ガス置換雰囲気（窒素置換雰囲気
）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成した。また、試料
２－２及び試料２－８の試料は７００℃×３０分の不活性ガス置換雰囲気（窒素置換雰囲
気）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成した。
【００８４】
＜キャパシタ回路の形成＞
　以上のようにして、各試料に形成した誘電層の上に、上部電極を形成する位置を上部電
極形状に開口した蒸着用メタルマスクを配して、スパッタリング蒸着法により２μｍ厚さ
の銅層を上部電極として形成し、キャパシタ回路を形成した。このとき、上部電極面積が
１ｍｍ×１ｍｍサイズと上部電極面積が４ｍｍ×４ｍｍサイズの各１００個のキャパシタ
回路を形成した。
【００８５】
＜誘電特性の評価＞
電極歩留り：　キャパシタ回路の形成後に、各試料の１００個のキャパシタ回路に、所定
の電圧を負荷して、層間耐電圧測定を行い、上部電極と下部電極との間でのショート現象
の見られない割合をみた。その結果、１ｍｍ×１ｍｍサイズのキャパシタ回路の生産歩留
まりは６０％～１００％であり、４ｍｍ×４ｍｍサイズのキャパシタ回路の生産歩留まり
は１０％～７０％であった。
【００８６】
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電気容量密度：　初期の平均容量密度は１０４０ｎＦ／ｃｍ２ ～１７１０ｎＦ／ｃｍ２ と
非常に高い電気容量を示した。
【００８７】
誘電損失：　キャパシタ回路の誘電損失を測定すると、２．８％～７．５％の範囲であっ
た。
【００８８】
誘電層の結晶化レベル：　実施例１と同様であるため、記載を省略する。
【００８９】
　以上に述べてきた各特性の内、電気特性に関しては、ヒュ－レッドパッカード社製　４
２６１Ａ　ＬＣＲメータ（１ｋＨｚ、１Ｖ）で測定し、後述する比較例２と対比可能なよ
うに表２に纏めて掲載した。
【比較例】
【００９０】
［比較例１］
　この比較例１では、実施例１と同様の製造フローを採用しているが、（ｂ）工程、（ｃ
）工程が異なる。従って、異なる工程に関してのみ説明する。
【００９１】
（ｂ）工程：　この工程では、前記ゾル－ゲル溶液を金属基材であるニッケル箔の表面に
塗工し、酸素含有雰囲気中で１５０℃×２分の条件で乾燥し、酸素含有雰囲気中で３３０
℃×１５分の条件で熱分解を行う一連の工程を１単位工程とした。そして、この１単位工
程を６回繰り返し、膜厚調整を行った。そして、３つの試料を得た。
【００９２】
（ｃ）工程：　そして、上記試料の一つは６５０℃×１５分の不活性ガス置換雰囲気（窒
素置換雰囲気）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成し試
料３－１とした。また、上記試料の一つは６５０℃×３０分の不活性ガス置換雰囲気（窒
素置換雰囲気）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成し試
料３－２とした。更に、上記試料の一つは７００℃×６０分の不活性ガス置換雰囲気（窒
素置換雰囲気）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成し試
料３－３とした。以下、実施例１と同様に、エッチング法を用いてキャパシタ回路を製造
した。
【００９３】
＜誘電特性の評価＞
電極歩留り：　実施例１と同様にしてキャパシタ回路を形成した後に、各試料の１００個
のキャパシタ回路に、所定の電圧を負荷して、層間耐電圧測定を行い、上部電極と下部電
極との間でのショート現象の見られない割合をみた。その結果、１ｍｍ×１ｍｍサイズの
キャパシタ回路の生産歩留まりは２５％～８０％であり、４ｍｍ×４ｍｍサイズのキャパ
シタ回路の生産歩留まりは０％であった。
【００９４】
電気容量密度：　初期の平均容量密度は１７１５ｎＦ／ｃｍ２ ～２０９０ｎＦ／ｃｍ２ と
非常に高い電気容量を示した。
【００９５】
誘電損失：　キャパシタ回路の誘電損失を測定すると、２０％を超えていた。
【００９６】
エッチング後の誘電層の残留：　実施例１と同様に評価した結果、試料３－１～試料３－
３のいずれの場合も誘電層は残留していなかった。
【００９７】
誘電層の結晶化レベル：　実施例１と同様に、誘電層のテトラゴナル構造で指数づけした
（１０１）面のピークの半値幅を測定することで、結晶化レベルの指標とした。その結果
、０．３３７ｄｅｇ．～０．６８３ｄｅｇ．の値となった。以下の、比較例２においても
、誘電層の形成までは同じプロセスを採用している。従って、この（１０１）面のピーク
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の半値幅の値は同じとなる事を明記しておく。
【００９８】
透過型電子顕微鏡による誘電層の観察：　試料３－１のキャパシタ層形成材の断面を、実
施例１と同様に集束イオンビーム加工し、透過型電子顕微鏡で観察した。この観察像を図
４に示す。この試料３－１の断面である図４から明らかなように、誘電層１は、結晶粒径
が５０ｎｍ以下であり、極めて細かな結晶で構成されているように観察出来る。
【００９９】
　以上に述べてきた各特性は、上記実施例１と対比可能なように表１に纏めて掲載した。
【０１００】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０１】
［比較例２］
　この比較例２では、実施例２と同様の製造フローを採用しているが、（ｂ）工程、（ｃ
）工程が異なる。従って、異なる工程に関してのみ説明する。
【０１０２】
（ｂ）工程：　この工程では、前記ゾル－ゲル溶液を金属基材であるニッケル箔の表面に
塗工し、酸素含有雰囲気中で１５０℃×２分の条件で乾燥し、酸素含有雰囲気中で３３０
℃×１５分の条件で熱分解を行う一連の工程を１単位工程とした。そして、この１単位工
程を６回繰り返し、膜厚調整を行った。そして、３つの試料を得た。
【０１０３】
（ｃ）工程：　そして、上記試料の一つは６５０℃×１５分の不活性ガス置換雰囲気（窒
素置換雰囲気）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成し試
料４－１とした。また、上記試料の一つは６５０℃×３０分の不活性ガス置換雰囲気（窒
素置換雰囲気）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成し試
料４－２とした。更に、上記試料の一つは７００℃×６０分の不活性ガス置換雰囲気（窒
素置換雰囲気）で焼成処理を行い、金属基材であるニッケル箔の表面に誘電層を形成し試
料４－３とした。以下、実施例２と同様にマスク法を用いてキャパシタ回路を製造した。
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【０１０４】
＜誘電特性の評価＞
電極歩留り：　キャパシタ回路の形成後に、各試料の１００個のキャパシタ回路に、所定
の電圧を負荷して、層間耐電圧測定を行い、上部電極と下部電極との間でのショート現象
の見られない割合をみた。その結果、１ｍｍ×１ｍｍサイズのキャパシタ回路の生産歩留
まりは５０％～９０％であり、４ｍｍ×４ｍｍサイズのキャパシタ回路の生産歩留まりは
０％～２０％であった。
【０１０５】
電気容量密度：　初期の平均容量密度は１０１０ｎＦ／ｃｍ２ ～１２４０ｎＦ／ｃｍ２ と
非常に高い電気容量を示した。
【０１０６】
誘電損失：　キャパシタ回路の誘電損失を測定すると、５％～８％の範囲であった。
【０１０７】
誘電層の結晶化レベル：　比較例１と同様であるため、記載を省略する。
【０１０８】
　以上に述べてきた各特性は、上記実施例２と対比可能なように表２に纏めて掲載した。
【０１０９】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１０】
＜実施例と比較例との対比＞
　以下、実施例と比較例との対比を行うにあたり、上記実施例及び比較例は、キャパシタ
形状の形成にエッチング法とマスク法との両者を用いた理由に関して、述べておく。本件
発明に係る製造方法の予備焼成の本質的な効果は、エッチング時にエッチング液が膜中を
通過し基板にダメージを与えるから、この現象による誘電層自体の損傷（具体的には誘電
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層がなくなってしまうこと）を防ぐことができるという点にある。この現象のみの評価を
行うのであれば、エッチング法で作成したキャパシタの評価結果だけで足りると考える。
【０１１１】
　しかし、敢えてマスク法によるキャパシタ形成を行い、その評価結果を示したのは、エ
ッチング法では評価の信頼性の損なわれる容量密度に関して、予備焼成プロセスを採用し
て得られたキャパシタ回路の優位性を示すためである。即ち、エッチング法では誘電層の
損傷により誘電損失が大きく、リーク電流が大きくなる傾向にある。係る場合の容量密度
は、真の容量密度とは考え難く、エッチングを行わないマスク法で得られたキャパシタの
方が真の誘電特性を示すと考えられる。
【０１１２】
実施例１と比較例１との対比：　実施例１と比較例１とは、エッチング法を用いてキャパ
シタ回路を形成したときの評価結果である。この表１から明らかなように、電気容量密度
のみを見ると比較例１（試料３－１～試料３－３）の方が、実施例１（試料１－１～試料
１－８）に比べて高くなっている。しかしながら、誘電損失を見るに、比較例１（試料３
－１～試料３－３）の誘電損失は２０％を超えており、キャパシタとしての安定性に欠け
る事が分かる。これに対し、実施例１（試料１－１～試料１－８）の誘電損失は、１６％
以下であり、一定のレベルでの高容量化を達成し、且つ、キャパシタとしての品質安定性
に優れていることが明らかである。
【０１１３】
　そして、キャパシタ回路をエッチング法で形成した後の、生産歩留まりを見るに、実施
例１（試料１－１～試料１－８）の方が、比較例１（試料３－１～試料３－３）と比べて
高く、製造安定性にも優れていることが理解出来る。更に、誘電層の結晶化レベルを対比
すると、実施例１（試料１－１～試料１－８）の半値幅の方が、比較例１（試料３－１～
試料３－３）の半値幅よりも小さくなっており、シャープな回折ピークが得られているこ
とが分かる。これは、結晶化レベルが向上し、誘電層を構成する酸化物誘電層が緻密で膜
密度が高くなっており、構造欠陥の少なくなっていることの裏付けと言える。試料３－１
～試料３－３の場合のように、焼成を最後に行い、いかに焼成時間を長くとっても、試料
１－１～試料１－８に施したような予備焼成工程を設けない限り、結晶性の向上は図れな
い。
【０１１４】
　次に、透過型電子顕微鏡による誘電層の観察から明らかになるように、実施例１の試料
１－１及び試料１－３のキャパシタ層形成材の誘電層は、結晶が大きく緻密であるため、
リーク電流の流路が少なくなり、エッチング液の浸透性も低くなる。これに対し、比較例
１の試料３－１の場合、極めて細かな結晶で構成され、結晶が緻密でなく構造欠陥が多数
存在するため、リーク電流の流路も多くなり、エッチング液の浸透性も高くなる。
【０１１５】
　更に、エッチング液の誘電層に対する浸透性に関しては、キャパシタ回路を形成した後
の回路間ギャップに誘電層が残留しているか否かを調べた結果、実施例１の試料１－１～
試料１－８のいずれの場合も誘電層の残留が確認出来た。これに対して、比較例１の試料
３－１～試料３－３のいずれの場合も誘電層は残留していなかった。このことは、透過電
子顕微鏡の観察像から行った仮説を裏付けるものとなる。
【０１１６】
実施例２と比較例２との対比：　実施例２と比較例２とは、マスク法を用いてキャパシタ
回路を形成したときの評価結果である。この表２から明らかなように、電気容量密度を見
ても、比較例２（試料４－１～試料４－３）の方が、実施例２（試料２－１～試料２－８
）に比べて、相対的に低くなっている。一方、誘電損失を見ると、比較例２（試料４－１
～試料４－３）の誘電損失と実施例２（試料２－１～試料２－８）の誘電損失は、同等の
レベルと言える。しかしながら、電気容量密度と誘電損失とのバランスを考えれば、実施
例２の方が、一定のレベルでの高容量化を達成し、且つ、キャパシタとしての品質安定性
に優れていることが明らかである。
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【０１１７】
　上記内容を、より厳密且つ具体的に説明すると、予備焼成を１回行ったもので、予備焼
成を１単位工程（１回目）と１単位工程（２回目）との間で行ったものについては、誘電
損失が低く、容量密度において、明らかに比較例２のいずれの試料と比べても優れている
と言える。これに対し、焼成のタイミングを２層目、３層目、４層目に持ってくることで
、誘電損失は変化しないが、容量密度の比較例との差が明瞭でなくなる。言い換えれば、
複数回の１単位工程の繰り返しの中で、予備焼成のタイミングが遅くなるにつれ、容量密
度が低下する傾向があるように思われる。即ち、予備焼成１回という条件で比較すれば、
上記データは成膜サイクルの初期で予備焼成を行ったほうが、電気特性を改善する効果に
優れ好ましいと判断できる。これに対し、予備焼成のタイミングを遅くした場合に容量密
度が小さくなることは、焼成のタイミングが遅くなるにつれて、誘電膜の厚さに対する焼
成条件が比較例２に近づいていくと考えられる。
【０１１８】
　そして、キャパシタ回路をマスク法で形成した後の生産歩留まりを見るに、実施例２（
試料２－１～試料２－８）の方が、比較例２（試料４－１～試料４－３）と比べて高く、
製造安定性にも優れていることが理解出来る。更に、誘電層の結晶化レベルを対比すると
、実施例２（試料２－１～試料２－２）の半値幅の方が、比較例２（試料４－１～試料４
－３）の半値幅よりも小さくなっており、シャープな回折ピークが得られていることが分
かる。これは、結晶化レベルが向上し、誘電層を構成する酸化物誘電層が緻密で膜密度が
高くなっており、構造欠陥の少なくなっていることの裏付けと言える。試料４－１～試料
４－３のように焼成を最後に行った場合、いかに焼成時間を長くとっても、試料２－１～
試料２－８に施したような予備焼成工程を設けない限り、結晶性の向上は図れない。
【０１１９】
　実施例２及び比較例２は、マスク法でキャパシタ回路を形成した場合であり、係る場合
のデータの全体を見るに、誘電損失が予備焼成の有無に依らず同程度であるとすれば、予
備焼成有りのほうが結晶性に優れ、すなわち容量密度が大きい（マスク法ではエッチング
法と異なり、半値幅と同じ傾向を容量密度も示す。即ち半値幅が小さくなるほど、容量密
度が大きくなる。）。また、予備焼成無しの７００℃×６０分よりも、予備焼成で６５０
℃×１５分＋６５０℃×１５分の方がトータル熱量は小さいが、結晶性及び容量密度は後
者のほうが良いと思われる。
【０１２０】
エッチング法とマスク法の対比：　最後に、上述の実施例等で使用したエッチング法とマ
スク法の対比を行っておく。エッチング法でキャパシタ回路を形成した場合、実施例１と
比べ、比較例１ではエッチング液によるダメージにより誘電損失の著しい上昇および電極
歩留りの低下を招いていることが判る。マスク法でキャパシタ回路を形成した場合、比較
例２でも誘電損失の上昇は起こらない。しかし、容量密度および電極歩留りについては、
実施例２のほうが優れていることがわかる。このようにエッチング法とマスク法とにより
形成したキャパシタ回路の評価結果を比較することにより、本発明に係る誘電層がエッチ
ングダメージを低減することのみならず誘電層自体の品質を向上させる効果があるという
ことが明らかとなる。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本件発明に係るゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成方法は、歩留まり良く、高品質
の酸化物誘電層の形成が可能であり、市場に高品質の誘電層を持つ種々の電子材料を供給
することを可能とする。また、本件発明に係るゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成方
法は、過大な設備投資の不要なゾル－ゲル法を用いての酸化物誘電層の製造を可能とする
。従って、安価で且つ高品質の電子及び電気製品を市場に供給することができる。そして
、この本件発明に係る酸化物誘電層の形成方法で得られる誘電層は、エッチング液による
損傷を受けにくいという特性を持ち、特にエッチング法によるキャパシタ回路形成に好適
なものとなる。即ち、そして、本件発明に係るゾル－ゲル法による酸化物誘電層の形成方
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法を用いて誘電層を形成したキャパシタ層形成材は、プリント配線板のキャパシタ層の形
成に好適であり、高い電気容量、低い誘電損失を示すキャパシタ回路の製造を可能とする
。従って、このキャパシタ層形成材を用いて得られるプリント配線板等は、電子及び電気
製品の省電力化に資するものとなる。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本件発明に係るゾル－ゲル法で酸化物誘電層を形成したキャパシタ層形成材の断
面を、集束イオンビーム加工し、透過型電子顕微鏡で観察したときの観察像である。
【図２】本件発明に係るゾル－ゲル法で酸化物誘電層を形成したキャパシタ層形成材の断
面を、集束イオンビーム加工し、透過型電子顕微鏡で観察したときの観察像である。
【図３】本件発明に係るゾル－ゲル法で酸化物誘電層を形成したキャパシタ層形成材の断
面を、集束イオンビーム加工し、透過型電子顕微鏡で観察したときの観察像である。
【図４】キャパシタ層形成材の断面を、集束イオンビーム加工し、透過型電子顕微鏡で観
察したときの観察像である（従来例）。
【図５】キャパシタ層形成材の第２導電層と誘電層との界面部を集束イオンビーム加工し
、透過型電子顕微鏡で観察したときの観察像である。
【図６】キャパシタ層形成材の第２導電層と誘電層との界面部を集束イオンビーム加工し
、透過型電子顕微鏡で観察したときの観察像である。
【図７】本件発明に係るキャパシタ層形成材を用いた内蔵キャパシタ回路を備えるプリン
ト配線板の製造フローを表す模式図である。
【図８】本件発明に係るキャパシタ層形成材を用いた内蔵キャパシタ回路を備えるプリン
ト配線板の製造フローを表す模式図である。
【図９】本件発明に係るキャパシタ層形成材を用いた内蔵キャパシタ回路を備えるプリン
ト配線板の製造フローを表す模式図である。
【図１０】本件発明に係るキャパシタ層形成材を用いた内蔵キャパシタ回路を備えるプリ
ント配線板の製造フローを表す模式図である。
【符号の説明】
【０１２３】
１，１３　　誘電層
２　　　　　第１層　
３，１５　　上部電極
４，１９　　下部電極
５　　　　　異相
１０　　　　プリント配線板
１１　　　　キャパシタ層形成材
１２　　　　第１導電層　
１４　　　　第２導電層
１６　　　　銅箔層
１７　　　　半硬化樹脂層
１７’　　　絶縁層
１８　　　　樹脂付銅箔
２１　　　　エッチングレジスト層
２２　　　　外層回路
２３　　　　ビアホール
２４　　　　銅メッキ層
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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